
 

会福祉法人けやきの郷義援社金の取り組みについて 

 

10月 12日から 13日にかけて東日本を縦断した台風 19号により、河川の堤防決壊

等による洪水や土砂崩れ等の災害が各地で発生しました。 

この災害により亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆

様に心よりお見舞い申し上げます。 

法人の設立当初から日本自閉症協会の活動に大きく貢献していただいております、

埼玉県川越市の「社会福祉法人けやきの郷」の福祉事業所も、川の決壊により２メー

トルに達する冠水を被りました。以下の全福祉事業所が被害にあっています。数億円

規模の施設整備費用が必要となると予測され、また、通所事業所が再開されないため

利用報酬が確保できず、経営的にも大変厳しい状況です。 

・障害者支援施設「初雁の家」・就労継続 A型事業所「やまびこ製作所」・多機能型

事業所「ワークセンターけやき」・グループホーム「潮寮」「第二潮寮」「しらこば

との家」「七草の家」「あかつき寮」・地域相談支援センター「けやき」 

「ワークセンターけやき」が機関誌「いとしご」の発送を受託しているなど、同法

人は私たち山形県自閉症協会とも深い関わりがあります。 

 日本自閉症協会では、加盟団体に義援金を呼び掛けており、山形県自閉症協会とし

ても、少しでも支援するための義援金活動に取り組みたいと存じます。どうかこの実

情を御理解頂き、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。す。 

 御協力いただいた義援金につきましては、日本自閉症協会をとおして「社会福祉法

人けやきの郷」にお渡ししますので、各地区の組織で取りまとめのうえ、下記口座へ

お振込みをお願いします。 

記 

 

 荘内銀行 霞城支店 普通預金 口座番号 1007083 

 山形県自閉症協会  会長 花輪敏男 

※ 依頼主名は各支部、会名でお願い致します。 


